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第１４回供用適性評価規格委員会 

議事録（案） 

 

１．日時： 平成２１年５月２８日（木） １３：３０～１７：３０ 

 

２．場所： 高圧ガス保安協会第４・５会議室 

      （東京都港区虎ノ門4-3-13神谷町セントラルプレイス） 

 

３．出席者（敬称略・順不同）： 

委員／鴻巣（委員長）、小川（副委員長）、酒井（潤）、関根、岩崎、倉田、福田（渡

辺委員代理）、石丸、和仁（川村委員代理）、佐藤（信）、山本、酒井（健）、

阪野、佐藤（拓）、中条、宇都宮 以上１６名 

オブザーバ／栗原、穂積（経産省保安課） 

石連石化協FFS研究会/紺野（石連）、田原（石連） 

佐藤（発電技検） 

石連・石化協・KHK共同事務局／稲葉（新日本石油）、児島（コスモエンジ）、大ヶ生

（出光興産）、亀畑（Ｊエナジー）、黒巣（住友化学）、松岡（三菱化学）、

渡邉（同） 

ＫＨＫ／荒井、伊藤、栗原、詫間、磯村、松本（一）、長沼、小山田（記）、木村 

 

４．配布資料： 

資料１０３  前回議事録（案） 

          資料１０４  書面投票・テクニカルレビュー結果及び対応案 

          資料１０５  書面投票前コメント・対応（修正） 

          資料１０６  書面投票済議案の修正案リスト 

     

５．議事 

５．１ 議題の確認 

配布された議事次第により議題の確認を行った。 

 

５．２ 議題１）前回議事録案の承認 

 事務局より既に各委員にＥメールにより送付のあった議事録案について説明があり、資

料１０３を正式な議事録とすることについて挙手による採決を行い、満場一致で可決され

た。 

資 料 １０７ 

第 １５ 回 

供用適性評価規格委員会 

平成２１年７月２４日 
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５．３ 議題２）全体書面投票の結果及び対応について 

 事務局より資料１０４を用いて供用適性評価基準(案)一式にかかる書面投票及びテクニ

カルレビュー結果並びにコメント対応案について説明があり、併せて資料１０６の修正案

について説明があった。以下に主に議論のあった事項について記す。 

① 附属書５の表記について 

  テクニカルレビューコメントの対応として、“附属書５ 減肉の評価区分Ⅱの供用適

性評価”の表記を残すか又は表記をやめて附属書６以降の各附属書の番号を繰り上げる

かについて議論を行った。以下に主なコメントを示す。 

・ 現状は目次の部分に附属書５がないので混乱を招くかもしれない。よって表記を残す

のであれば、目次にその旨わかるように記載すべきである。 

・ 議論の経緯がわかっている方には残っていても違和感はないかもしれないが、基準と

して発行され一般の方が見ることを考えたときコメントにあるように記載をやめ附

属書の番号を繰り上げるべきではないか。 

・ 附属書５についてはたくさんの議論を行ったこと、なるべく早期に基準化すべきこと

であること、及び基準の構成からも附属書５という位置が適切であることから、残す

べきではないか。 

・ 今までの経緯を考え、今後も早期の基準化を目指して議論は継続していくのであるか

ら、附属書５は欠番として残しておくべきである。 

・ 附属書５の基準化の見込みが相当程度時間を要すのであれば削除すべきであるが、そ

の基準化は早期に行わなければならないものと考え、あえてここでは説明を付して欠

番として残すべきである。 

以上のような議論ののち、各出席委員の意見を挙手で確認し、出席委員１６名中１１

名の同意があり、説明を付し附属書５を欠番として表記を残すこととなった。 

② 第７章及び第８章について 

  書面投票の反対投票コメントである第７章及び第８章の削除に関し、その対応につい

て議論を行った。 

 ・ 反対投票の主旨は、現在保安検査告示で指定されている保安検査基準及び定期自主

検査指針が、その附属書として余寿命管理を行うことのできる事業者の要件を示し

ており、本供用適性評価基準案の第７章及び第８章の内容と重複している。そこで

第７章及び第８章を削除し保安検査基準等の附属書に当該規定について委ね、本供

用適性評価基準案は技術的評価のための規定に特化するという考えである。このま

ま基準化を進めて、保安検査基準の附属書並びに本供用適性評価基準案の第７章及

び第８章が並列してしまうことは、基準利用者の立場から見ると混乱を生じるもの

であるので、ＫＨＫの規格体系として見たときに、どこで何を規定するのか見直し

ておくべきということである。 
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・ 協会としては本供用適性評価基準（案）の第７章及び第８章が制定されることが決定

した後、高圧ガス規格委員会に諮り保安検査基準及び定期自主検査指針の附属書の削

除を提案する予定としている。 

  以上のような議論の後、協会からの説明のとおり、高圧ガス規格委員会と連携して規

格体系として重複を避けるように現行の保安検査基準等の附属書の削除提案をすること

で、当該コメントへの対応とすることとした。 

③ 導管系への適用について 

・ コメント対応としては対応案の通りであるが、導管系は第３者に影響を与えるような

環境で使用されていることもあり、時期を見て基準化すべきと考えたものである。 

以上のコメントについて確認した後、対応案通りとすることとした。 

④ 表 2.1 及び附属書４関係について 

  事務局よりコメント対応案、資料１０５及び資料１０６基準案修正案について説明が

あり、以下のような議論があった。 

・ 基本的には修正案のように修正すればよいと考えるが、表 2.1 については孔食が減肉

に区分されており見直してはどうかと考える。 

・ 表 2.1 のこの基準での区分の注意書きは混乱を招く表現である。 

・ 孔食を減肉に区分すると混乱を招く。 

・ 附属書４の前段に損傷の形態とメカニズム的なものが入り交じって説明されており

表 2.1 と併せて理解がしづらい。 

・ 塩化物 SCC に対して Si の添加が常に有効ということはないと考える。 

・ 石化のプラントでは全面的に減肉するようなことは少なく局部的なものが問題とな

ることが多い。実際に規格を適用するときに分類するのが難しくなると困るのではな

いか。メカニズムで適否をわけるのではなく、進展を推定できるかどうかで適否を判

定すべではないか。 

・ これまでの経緯からこのような形になっているが、表 2.1 で○と表示されていても本

文の規定を満足し進展の予測が可能とされるものでなければ利用できないことにな

っているが、孔食、隙間腐食、粒界腐食については全て対象外としている。 

・ 一般的に局部腐食には隙間腐食や粒界腐食を含むので、案のような分け方では混乱す

るのではないか。 

・ 時間の経過で損傷の進展を予測できるものを対象とするのはいいが、その原因を把握

することは必要であり、表 2.1 のリストは必要である。 

・ ここで●で適用除外となっているものでも、例えばステンレス鋼の硝酸腐食は粒界腐

食の形態であるが、粒界割れにならないような条件であれば、経時的に厚さを管理で

きる技術もあり、可能な場合は減肉として扱えるようにならないか。 

・ 腐食現象は複雑であり環境条件や材料のファクター等も考えると、簡単に表で適否を

表現できるものではない。 
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・ 附属書４に掲載されている説明、参考文献等について、最新の知見に基づく内容に見

直すべきところが残されている。 

・ ○●がついている事象を例えば統一して○として残すか、全て削除するかについては

種々の意見があったが、全て削除した方が利用しやすいということであった。 

以上のような議論の後、資料１０６で示された修正案に関する表 2.1 にかかる表現の

変更として、分類番号 101～225 までについては、損傷形態の大区分を全面腐食及び局部

腐食とし、全面腐食は均一全面腐食及び不均一全面腐食に分け、局部腐食は孔食、隙間

腐食及び粒界腐食に分け、マス目及び○●の記載は削除し、代わりに経時的に厚さを管

理できるものを適用対象とする旨記載することとした。また、本表右欄の基準での区分

を、この基準での供用適性評価の対象項目として該当規定を記載することにした。 

⑤ その他 

・ 図3.3の修正案には評価区分Ⅱの減肉評価が欠番となっている附属書５により追加さ

れるものである旨、説明を付すこととした。 

・ 附属書４の 203-4 炭酸腐食について虫喰い状の腐食形態が石精、石化で起こるのかに

ついて質問があり、水素製造装置の吸収塔などで類似の形態の腐食が起こりうること

を確認した。 

 以上のような議論の後、上記①から⑤のような議論とその対応を踏まえた資料１０６の

修正案について編集上の修正として挙手による採決を行い、出席委員全員の賛成により可

決した。パブリックコメントの実施については 1 ヶ月間とし事務局が手続きすることとな

った。また、一部修正すべき点もまだ残されているという意見があったことから、パブリ

ックコメント期間中に委員はコメントがあれば事務局に提出することとした。 

 

６．その他 

 次回の委員会については、提出されるパブリックコメントの意見がどの程度あるか不明

であり、その対応に要する時間により延期する場合もあるが、特に断らない限り平成２１

年７月２４日（金）午後に行うこととした。 

                                     以上 


